
市民センター、市役所庁舎受付の市民センター、市役所庁舎受付の
確定申告、市・県民税申告確定申告、市・県民税申告

問合先問合先　税務課市民税担当　税務課市民税担当

　今年から市役所庁舎では定員を設けます(一部web予約)。　今年から市役所庁舎では定員を設けます(一部web予約)。
　会場は混み合いますので電子申告(e－Tax　会場は混み合いますので電子申告(e－Tax))をご利用ください。をご利用ください。

check

check

check

check

check

check

給与収入 公的年金収入 営業・農業・不動産収入 一時収入

給与収入が2000万円を超える 公的年金収入が
400万円を超える

必要経費を引いて
20万円以上の売り上

げがある

勤務先が1か所で年末調整している

給与以外の所得
が20万円を超え
る

主たる勤務先以
外の給与収入が
20万円を超える

公的年金以外の
所得が20万円
を超える

確定申告の必要
なし 確定申告の必要なし

確定申告の
必要なし

確定申告の
必要なし

確定申告の
必要なし

確定申告が必要

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ いいえ

いいえいいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい はい

(収入金額-必要経費-50万
円)×1/2
上記の計算の結果が20万
円を超える

確定申告が必要かフローチャートで確認！

次の申告をされる方は税務署で申告をお願いします

市役所庁舎受付予約はこちら 市ホームページ
詳しくはこちら

受付できる方

※1　収入が複数ある方は、それぞれの収入のフローチャートを確認してください
※2　障害年金、遺族年金、失業給付金のみを受給している方は確定申告の必要はありません
※3　確定申告の必要がない方についても、市・県民税の申告が必要な場合があります。詳しくは市ホームページで確
認してください

令和7年1月1日時点において鶴ヶ島市に住民登録があり、令和6年中に給与・雑（公的年金・業務など）・一時・営
業・農業・不動産収入があった方

・過年度（令和6年分以外）の申告　・雑損控除　・青色申告　・損失の繰越し　・株式の譲渡所得
・配当所得（総合所得・分離所得）  ・土地・建物の譲渡所得　
・先物取引に係る雑所得　
・住宅借入金等特別控除（源泉徴収票に記載済の場合を除く）、その他住宅関係の控除に係る確定申告　
・国外に被扶養者がいる方の申告（源泉徴収票に記載済の場合を除く）

Web予約のみ。窓口・電話予約はありません。
予約開始
2月２日(日)7時～
※　当日予約不可
※　2日前までに予約してください

国税庁HP
電子申告は
こちら

国税庁LINE
アカウントは
こちら
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check

check

check

check

check

check

check

check

check

check

check

check

市役所庁舎では定員を設けます(一部Web予約実施。6ページ二次元コード参照)

申告に必要な物

諸証明の発行 確定申告に関することは川越税務署へ

申告会場・日程

◆収入が分かる書類
給与、年金、報酬などの収入があった方
→源泉徴収票、支払調書
業務・その他雑収入、一時収入があった方
→配分金支払証明書、支払調書など(収入額と必要経費額が分か
る書類を必ずお持ちください)
営業・農業・不動産収入があった方
→収支内訳書（必ず事前に作成してから来場してください）
◆各種所得控除を受けるために必要な書類
◎生命保険料、地震保険料の控除証明書（保険会社などから送付
される保険料控除証明書を必ずお持ちください）
◎社会保険料の明細または領収書
※　国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料につい
ては、市役所から郵送した「社会保険料控除明細（確定申告用）」
で対応できます

◎ふるさと納税に係る寄附金受領証明書
◎本人または被扶養者の障害者手帳、本人の学生証など
◎医療費控除の明細書（事前に作成してから来場してください）
◆予定納税をした方は、その額が分かる書類
◆申告者本人のマイナンバーカード
◆本人名義の預貯金口座番号の分かるもの（預貯金通帳･キャッ
シュカードなど）

市
民
セ
ン
タ
ー

対象地区 受付日 会場 受付時間
脚折、脚折町、高倉、下新田、羽折町 2月5日(水) 西市民センター

新町4-17-8　☎049・286・7899

9時30分～11時30分
13時30分～15時

中新田、新町、上新田、町屋 2月6日(木)
三ツ木、三ツ木新町、柳戸町、三ツ木新田、
太田ヶ谷、南町 2月7日(金) 大橋市民センター

太田ヶ谷883　☎049・286・0005鶴ヶ丘、松ヶ丘 2月10日(月)
共栄町、藤金、上広谷 2月12日(水) 東市民センター

五味ヶ谷202　☎049・286・3357五味ヶ谷、富士見 2月13日(木)

市
役
所

対象地区 受付日 定員・予約 受付時間
下新田、中新田、上新田、羽折町 2月17日（月)、22日（土）、28日（金）

1日175人
(午前90人・午後85人)
※　各20人ずつWeb予約
※　整理券(呼び出しベル)
は受付時間前に配布を始め
ます

平日
9時～11時
13時30分～
15時45分
土曜日
9時～11時

脚折町、共栄町、柳戸町 2月18日（火）、22日（土）、3月3日(月)
脚折、三ツ木、三ツ木新町、三ツ木新田 2月19日（水）、3月4日（火）、15日（土）
上広谷 2月20日（木）、3月1日（土）、5日（水）
松ヶ丘、鶴ヶ丘、町屋、高倉 2月21日（金）、3月6日（木）、8日（土）
南町、太田ヶ谷、五味ヶ谷、新町 2月25日（火）、3月1日（土）、7日（金）
富士見 2月26日（水）、3月8日（土）、10日（月）
藤金 2月27日（木）、3月11日（火）、15日（土）
全地区 3月12日（水）～17日（月）※　土曜日除く 定員・予約なし

※　ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請手続きをした
方で、確定申告または市・県民税申告を行った場合は、ふる
さと納税に係る寄附金受領証明書を忘れずに持参し、申告し
てください
※　上場株式などの配当所得などに係る住民税の課税方式の
選択については、令和5年分より所得税と異なる課税方式を選
択することができなくなりました

確定申告および市・県民税申告の控除で、障
害者控除対象者認定書などが必要な方は、介
護保険課で申請してください。また、介護保
険の一部のサービスは医療費控除の対象とな
る場合がありますので、川越税務署へお問い
合せください。
・障害者控除対象者認定書
身体障害者手帳などの交付を受けていない方
でも、65歳以上で要介護1～5の認定を受け、
要件に該当する方には、認定書を発行します。
・おむつ代の医療費控除確認書
おむつ代の医療費控除を受けるには､ 医師の
証明書が必要です。ただし、要件に該当する
方には、介護保険認定における主治医意見書
をもとに医師の証明書の代わりとなる確認書
を発行します。
問　介護保険課介護保険担当

≪川越税務署の申告会場の日程≫
日時 場　所  その他

2月17日(月)～
3月17日(月)
8時30分～16時

川越税務署
（川越市並木452-2）

・相談開始9時
・提出17時まで
・平日のみ受付(3月2日(日)は開場)

問　川越税務署☎049・235・9411(自動音声)

◎スマートフォンをお持ちの方は原則スマートフォンを利用しての申告
◎マイナンバーカードとパスワード（①数字4桁および②英数字6桁～16桁）
◎入場には「入場整理券」が必要(当日配布または国税庁LINE公式アカウン
ト(6ページ二次元コード参照)から事前に取得)

≪無料還付申告相談会(関東信越税理士会川越支部)を開催≫
日　2月1日（土）10時～15時30分
場　川越市南公民館（川越市新宿町1-17-17　ウェスタ川越)
申 問　1月10日(金)から関東信越税理士会川越支部☎049・246・
6188
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保険料を前納する場合

振替方法 保険料額
(令和6年度） 割引額

毎月納付 1万6980円 －

前
納（
前
払
い
）

早割 1万6920円 60円
6か月前納（口座振替） 10万720円 1160円
6か月前納（納付書・
クレジットカード） 10万1050円 830円

1年前納（口座振替） 20万1440円 4270円
1年前納（納付書・ク
レジットカード） 20万140円 3620円

2年前納（口座振替） 39万7290円 1万6590円
2年前納（納付書・ク
レジットカード） 39万8590円 1万5290円

付加保険料込みで前納する場合

振替方法 保険料額
(令和6年度) 割引額

毎月納付 1万7380円 －

前
納（
前
払
い
）

早割 1万7320円 60円
6か月前納（口座振替）10万3090円 1190円
6か月前納(納付書・
クレジットカード） 10万3430円 850円

1年前納（口座振替） 20万4190円 4370円
1年前納（納付書・ク
レジットカード） 20万4850円 3710円

2年前納（口座振替） 40万6510円 1万6970円
2年前納（納付書・ク
レジットカード） 40万7840円 1万5640円

令和7年1月から、国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納
付での前納に、新たな振替方法・納付方法が追加されました。詳細は
下記の二次元コードを参照してください

国民年金保険料に関するQ＆A
�1年間前納して途中で厚生年金に加入したとき、重
複して納めた国民年金保険料を返してもらうには
どうしたらいいですか？

�重複した期間が判明した場合、日本年金機構から還付の書類が送付されま
すので必要事項を記入し、返送してください。

�国民年金保険料を納めなかった期間がある場合、
今から納めることができますか？

�国民年金保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。
　 例：令和5年5月分は、令和7年6月末まで納付が可能

�令和7年9月15日に60歳になります。1年前納での
口座振替をしていますが、どうなりますか？

�年度の途中で60歳になる方の前納期間は60歳到達日（誕生日の前日）の属
する月の前月分までのため、令和7年4月から8月分までが引き落としの対
象となります。

�付加保険料を納めた場合、どのくらいもらえます
か？

�付加保険料を納付することで、年金受給時に「200円×納付月数」が加算
されます。　

　 例：10年間付加保険料を納めた場合
　�「400円×120月＝4万8000円」
　 1年間の受給額
　 「200円×120月＝2万4000円」

�保険料の支払いに利用できるクレジットカードに
ついて教えてください。

�VISA、MasterCard、ダイナースクラブ、JCB、アメリカンエキスプレス
（アメックス）のいずれかの国際ブランドマークの付いたカードになります。

�スマートフォンアプリを使用した納付について教
えてください。

�スマホ決済の利用には納付書と対応する決済アプリが必要です。「領収（納
付受託）済通知書」（納付書）のバーコードを、決済アプリで読み取ることに
よって、電子決済できます。

　��ただし、バーコードが印字されない納付書（30万円を超える金額の納付書
および延滞金納付書）はスマホ決済ができません。

　 対象の決済アプリ
　��AEON�Pay、au�PAY、d払い、PayB（PayBと提携している各金融機関が
提供する決済アプリを含む。）、PayPay、LINE�Pay、楽天ペイ

国民年金保険料の納付は便利な口座振替で

問合先　保険年金課保険資格担当

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
口
座
振

替
の
早
割
・
前
納
を
利
用
す
る
こ

と
に
よ
り
、
毎
月
納
付
書
で
納
付

す
る
よ
り
お
得
に
納
付
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
期
限

は
翌
月
末
で
す
が
、「
早
割
」
で

は
当
月
末
に
引
き
落
と
し
で
毎
月

60
円
安
く
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、

６
か
月
分
、
１
年
分
、
２
年
分
を

一
括
で
口
座
振
替
す
る
「
前
納
」

で
は
よ
り
割
引
額
が
大
き
く
な
り

ま
す
。
な
お
、
２
年
前
納
、
１
年

前
納
、
６
か
月
前
納（
４
月
～
９

月
分
）の
手
続
き
は
毎
年
２
月
末

日
が
期
限
で
す
。
早
め
に
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
ア
プ
リ
で
の
支
払
い
も
可
能
で

す
。

手
続
き
を
す
る
場
所

　

川
越
年
金
事
務
所
、
市
役
所
、

口
座
振
替
を
希
望
す
る
金
融
機
関

口
座
振
替
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
年
金
手
帳
・
基
礎
年
金
番
号
通

知
書
ま
た
は
納
付
書

・
通
帳
、
金
融
機
関
の
届
出
印

付
加
年
金
制
度

　
国
民
年
金
に
は
付
加
年
金
と
い

う
制
度
が
あ
り
ま
す
。
国
民
年
金

に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
は
、
定
額

保
険
料
に
上
乗
せ
し
て
納
め
る
こ

と
で
受
給
す
る
年
金
額
を
増
や
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。
申
し
込
ん
だ

月
か
ら
の
加
入
と
な
り
、
付
加
保

険
料
は
月
額
４
０
０
円
で
す
。

日本年金機構の
HPはこちら

最終
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市 政 情 報

　誰でも、いつでも、命に関わる大きな病気やケガをする可能性があります。
　命の危険が迫った状態になると、約70パーセントの方が医療
やケアなどを自分で決めたり、望みを人に伝えたりする
ことができなくなると言われています。
　自らが希望する医療やケアを受けるために、大切にしていることや望ん
でいること、どこでどのような医療やケアを望むかを自分自身で前
もって考え、周囲の信頼する人たちと話し合い、共有す
ることが重要です。
　元気な時から、今後の人生をどう生きるかを考える機会と捉えて話し合
うツールとして「結び帳（エンディングノート）」※を活用してください。
※　結び帳は市役所および公共施設の窓口で配布しています

　もしものときのために、あなたが望む医療やケアについて、前もって考え、かか
りつけ医や家族など信頼のできる人たちと繰り返し話し合い、共有する取組を「人生
会議(ACP：アドバンス・ケア・プランニング)」と呼びます。
　いざというとき「この選択でよかったのだろうか…」という家族等の心の葛藤を減
らすことができるでしょう。

人生会議人生会議とは…とは…人生会議人生会議とは…とは…

　「自分らしく生きる」とは、どのような生き方でしょ
うか。病気や事故などで判断ができなくなったとき、
どのような治療を望みますか？現役医師の話を聞い
て、今後の終活を一緒に考えてみませんか？
　9月に行った「元気なうちに自分らしさを～結び帳講
座～」の続きの講座です。前回不参加の方も大歓迎です。
　また、在宅医療相談室による意思表示帳の書き方の
説明もします。

対　どなたでも
日　2月27日（木）13時30分～ 15時
場　西市民センター
講　小

お
川
がわ
越
えつ
史
し
さん（鶴ヶ島在宅医療診療所理事長）

定　20人（申込順）
料　無料
申�問　2月5日（水）9時から西市民センター☎049・
286・7899または直接

もしものときのために「人生会議」してみませんか？

問合先　健康長寿課地域包括ケア推進担当

医師と一緒に人生会議をしよう！

最終

9 Tsurugashima　2025.2



て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

（
ま
ち
づ
く
り
ポ
イ
ン
ト
発
行
対

象
事
業
に
は
こ
の
マ
ー
ク
が
表
示

さ
れ
て
い
ま
す
）

ラ
ジ
オ
体
操
手
帳
の
ス
タ
ン
プ
な

ど
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
ポ
イ
ン
ト

の
発
行
に
つ
い
て

　
ラ
ジ
オ
体
操
な
ど
で
は
、
手
帳

に
押
さ
れ
た
ス
タ
ン
プ
な
ど
を
ま

ち
づ
く
り
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
発
行

で
き
ま
す
が
、
ポ
イ
ン
ト
は
年
度

で
管
理
し
て
い
る
た
め
、
３
月
末

ま
で
の
ス
タ
ン
プ
は
、
必
ず
翌
月

（
４
月
）中
に
ポ
イ
ン
ト
発
行
の
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
ポ
イ

ン
ト
発
行
の
手
続
き
の
際
は
、
市

民
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
地
域
活
動
推

進
課
に
ま
ち
づ
く
り
ポ
イ
ン
ト

カ
ー
ド
と
ス
タ
ン
プ
手
帳
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
年
度
替
わ
り
は
窓
口
が

混
雑
す
る
た
め
、
２
～
３
か
月
を

目
安
に
定
期
的
な
ポ
イ
ン
ト
発
行

の
手
続
き
を
お
勧
め
し
ま
す
。

後期高齢者医療制度加入者の医療費通知
について

問合先　保険年金課保健事業担当

家屋の新築や取壊しがあったときは手続きを

問合先　税務課資産税担当

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

の
方
に
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
か
ら
医
療
費
通
知（
令
和

５
年
11
月
～
令
和
６
年
６
月
診
療

分
）を
令
和
６
年
12
月
に
発
送
し

て
い
ま
す
。

　

次
回
の
医
療
費
通
知（
令
和
６

年
７
月
～
令
和
６
年
10
月
診
療

分
）の
発
送
は
令
和
７
年
２
月
に

な
り
ま
す
。

　
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
は
、

確
定
申
告
な
ど
の
医
療
費
控
除
に

係
る
手
続
き
で
「
医
療
費
控
除
の

明
細
書
」
と
し
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管

　

固
定
資
産
税
や
都
市
計
画
税

は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
の
土

地
・
家
屋
な
ど
の
所
有
者
に
課
税

さ
れ
ま
す
。

①
家
屋
を
新
築（
増
築
）し
た
と
き

　

家
屋
を
新
築（
増
築
）し
た
場

合
、
不
動
産
登
記
法
に
よ
り
、
法

務
局
で
「
建
物
表
題
登
記
」
を
申

請
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。家
屋
を
新
築（
増
築
）し
、

「
建
物
表
題
登
記
」
を
申
請
し
て

い
な
い
場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

②
家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き

を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
令
和

６
年
11
月
か
ら
令
和
７
年
10
月
ま

で
の
12
か
月
間
の
診
療
分
を
令
和

８
年
２
月
に
発
送
す
る
予
定
で

す
。
令
和
６
年
11
月
お
よ
び
12
月

診
療
分
に
つ
き
ま
し
て
は
、
発
送

が
令
和
８
年
２
月
と
な
る
た
め
、

申
告
手
続
き
に
は
領
収
書
に
基
づ

い
た
「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」

を
作
成
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

未
登
記
家
屋
の
場
合
　

　
市
役
所
に
「
家
屋
取
壊
届
」
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

登
記
家
屋
の
場
合　
　

 

　
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
坂
戸
出

張
所
で
「
滅
失
登
記
」
を
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

まちづくりポイントに関するお知らせ

問合先　地域活動推進課地域活動推進担当

ま
ち
づ
く
り
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
に

た
め
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
の
有
効
期

限
に
つ
い
て

　
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和

５
年
３
月
31
日
に
発
行
さ
れ
た
ま

ち
づ
く
り
ポ
イ
ン
ト
は
、
令
和
７

年
３
月
31
日
に
失
効
し
ま
す
。
お

早
め
に
交
換
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ポ
イ
ン
ト
の
確
認
お
よ
び
交
換

は
、
地
域
活
動
推
進
課
ま
た
は
お

近
く
の
市
民
セ
ン
タ
ー
で
行
え
ま

す
。

ま
ち
づ
く
り
ポ
イ
ン
ト
と
は

　

市
民
活
動
を
進
め
る
た
め
に
、

市
主
催
の
事
業
な
ど
に
参
加
し
た

場
合
に
発
行
さ
れ
る
ポ
イ
ン
ト
で

す
。

ポ
イ
ン
ト
を
た
め
る
と

　
つ
る
バ
ス
・
つ
る
ワ
ゴ
ン
の
運

賃
や
施
設
使
用
料
な
ど
に
使
用
で

き
る
「
ま
ち
づ
く
り
ポ
イ
ン
ト

ク
ー
ポ
ン
券
」
や
、
市
内
の
地
域

支
え
合
い
協
議
会
と
そ
の
協
力
店

で
使
用
で
き
る「
あ
り
が
と
う
券
」

な
ど
と
交
換
が
で
き
ま
す
。ま
た
、

応
援
し
た
い
団
体
へ
の
寄
附
も
で

き
ま
す
。

ポ
イ
ン
ト
を
た
め
る
に
は

　
広
報
つ
る
が
し
ま
を
ご
覧
い
た

だ
き
、
ま
ち
づ
く
り
ポ
イ
ン
ト

マ
ー
ク
の
つ
い
て
い
る
事
業
の
中

か
ら
興
味
の
あ
る
事
業
を
見
つ
け

まちづくり
ポイントマーク

最終
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ご
ろ

放
送
内
容
　

「（
チ
ャ
イ
ム
音
）こ
れ
は
、
Ｊ
ア

ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
。（
繰
り

返
し
３
回
）

こ
ち
ら
は
、
防
災
つ
る
が
し
ま
で

す
。（
チ
ャ
イ
ム
音
）」

※　
放
送
を
聞
い
た
ら
、
自
分
の

身
を
守
る
行
動
を
と
っ
て
み
ま

し
ょ
う

※　
災
害
時
な

ど
は
訓
練
を
中

止
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す

Jアラート全国一斉訓練を行います

問合先　危機管理課防災危機管理担当

ごみ出しマナーを守りましょう

問合先　生活環境課環境推進担当

　
市
で
は
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス

テ
ム（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）を
設
置
し
て

い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
国
か
ら
送
ら
れ
て
く

る
緊
急
地
震
速
報
や
武
力
攻
撃
な

ど
の
緊
急
情
報
を
、
人
工
衛
星
な

ど
を
通
じ
て
受
信
し
、
市
の
防
災

行
政
無
線
で
瞬
時
に
お
伝
え
す
る

シ
ス
テ
ム
で
す
。

　
今
回
、
国
の
主
導
に
よ
り
、
こ

の
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
た
全
国
一

斉
の
情
報
伝
達
訓
練
を
行
い
ま

す
。

放
送
日
時　

２
月
12
日
㈬
11
時

明るい選挙啓発標語コンクール入選作品

問合先　選挙管理委員会

　
高
校
生
に
選
挙
に
つ
い
て
考
え

て
も
ら
う
機
会
を
増
や
し
、
若
年

層
の
投
票
率
の
向
上
に
つ
な
げ
る

た
め
、
鶴
ヶ
島
市
明
る
い
選
挙
推

進
協
議
会
が
埼
玉
県
立
鶴
ヶ
島
清

風
高
等
学
校
の
生
徒
を
対
象
に

「
鶴
ヶ
島
市
明
る
い
選
挙
啓
発
標

語
コ
ン
ク
ー
ル
」
を
実
施
し
ま
し

た
。
応
募
作
品
の
中
か
ら
、
最
優

秀
作
品
１
点
お
よ
び
優
秀
作
品
２

点
を
選
出
し
ま
し
た
の
で
紹
介
し

ま
す
。

最
優
秀
作
品

「
そ
の
一
票
　
明
る
い
未
来
の
　

第
一
歩
」

２
年
生　
吉よ
し
田だ　
め
い
さ
ん

優
秀
作
品

「
投
票
が
　
未
来
を
変
え
る
　
鍵

に
な
る
」

１
年
生　
栗く
り

原は
ら　

奈な

那な

さ
ん

「
私
達
の
　
未
来
の
希
望
　
そ
の

一
票
」

３
年
生　
平ひ
ら

沼ぬ
ま　
琴こ
と

寧ね

さ
ん

収集日を守り、収集日当日の朝8時
30分までに出してください

分別区分に従って、正しく分別して
ください

ごみ集積所のネットをしっかり被
せ、重りをつけるなどカラスがごみ
を引っ張りだせないように工夫をし
ましょう

ごみ集積所を清潔に保つため、清掃
当番などのご協力をお願いします

ごみ集積所は、利用されている皆さんが気持ちよく利用できるようにごみ集積所は、利用されている皆さんが気持ちよく利用できるように
“マナーを守って正しく使いましょう”“マナーを守って正しく使いましょう”

ごみ集積所を使用する場合は、ごみ集積所の『管理者』
の承諾を得てから使用してください

【管理者とは】
・アパート、マンションにお住まいの方
　→管理会社にお問い合わせください。
・戸建てにお住まいの方
　→お住まいの地区の班長や自治会長にお問い合わせく
ださい。
※　自治会長がわからない場合は、本市の地域活動推進
課までお問い合わせください

まだ使える物は「おいくら」を使ってリユース！
多量の引っ越しごみは、一度にごみ集積所に出さずに、
少しずつ出しましょう。一度に処分する場合は、ごみの
収集運搬業者に依頼してください。

【おいくらとは】
複数のショップの買取り価格を比較し、手間
なく売却ができるサービスです。詳しくはこちら→

最終
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令和６年度鶴ヶ島市表彰式

問合先　秘書広報課秘書担当

鶴
ヶ
島
市
表
彰

自
治
功
労

藤ふ
じ
岡お
か　

利と
し
子こ　
さ
ん

関せ
き
口ぐ
ち　

文ふ
み
雄お　
さ
ん

髙た
か

篠し
の　

雅ま
さ

惠え　
さ
ん

社
会
福
祉
功
労

速は
や
水み
ず　

勝か
つ
良よ
し　

さ
ん

森も
り

田た　
靜し
ず

江え　
さ
ん

荒あ
ら
川か
わ　
ヤ
ヨ
エ　
さ
ん

佐さ

藤と
う　

嘉よ
し
子こ　
さ
ん

石い
し
井い　
勝か
つ
已み　
さ
ん

瀧た
き

島し
ま　

宏ひ
ろ

美み　
さ
ん

伊い

藤と
う　

静し
ず
江え　
さ
ん

久く

保ぼ

島し
ま　

久ひ
さ
和か
ず　

さ
ん

介
護
予
防
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

「
つ
る
フ
ィ
ッ
ト
」２
期
生

保
健
衛
生
功
労

新あ
ら
井い　
尚な
お
之ゆ
き　

さ
ん

茂も

木ぎ　
世せ
い

紀き　
さ
ん

川か
わ
﨑さ
き　

剛つ
よ
し　

さ
ん

小こ

林ば
や
し

　
繁し
げ
る　

さ
ん

産
業
功
労

篠し
の
原は
ら　
正ま
さ
夫お　
さ
ん

教
育
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
功
労

山や
ま
﨑ざ
き　

晃あ
き
裕ひ
ろ　

さ
ん

伊い

藤と
う　
有あ
り
沙さ　
さ
ん

吉よ
し
原は
ら　
明あ
け
美み　
さ
ん

渡わ
た
邊な
べ　

恵け
い
子こ　
さ
ん

善
行
功
労

グ
リ
ン
サ
ー
ク
ル

つ
る
の
里
奨
励
賞

荒あ
ら

井い　
誠ま
こ
と　

さ
ん

竹た
け

ノの

谷や　
柚ゆ

衣い　
さ
ん

　
１
月
11
日
、
令
和
６
年
度
鶴
ヶ
島
市
表
彰
式
に
お
い
て
、
市
政
発
展
に

貢
献
さ
れ
た
方
々
へ
、
表
彰
式
の
贈
呈
を
行
い
ま
し
た
。

水み
ず
田た　
隆た
か
弘ひ
ろ　
さ
ん

小こ

島じ
ま　

慧さ
と　

さ
ん

杉す
ぎ
原は
ら　

快か
い　

さ
ん

塚つ
か
田だ　
惇ま
こ
人と　
さ
ん

佐さ

藤と
う　

結ゆ
う

菜な　
さ
ん

髙た
か
山や
ま　

陽は
る
慎ま　
さ
ん

稲い
な
見み　
有あ

芽め

里り　
さ
ん

中な
か

川が
わ　

美み

遥は
る　

さ
ん

神か
み
山や
ま　
咲さ

希き　
さ
ん

朽く
ち
津つ　
緋ひ

莉ま
り　

さ
ん

横よ
こ
山や
ま　

珀は

空く　
さ
ん

臼う
す

井い　
礼れ
い

翔し
ょ
う

　
さ
ん

古こ

西に
し　

祐ゆ
う
翔と　
さ
ん

志し

賀が　
み
な
み　
さ
ん

ハ
サ
ヌ
デ
ィ
ン　
知と
も

輝き　
さ
ん

佐さ

さ々

木き　
蒼そ
う

太た　
さ
ん

植う
え
松ま
つ　
遼り
ょ
う　
さ
ん

藤ふ
じ
中ち
ゅ
う

学が
っ
校こ
う
男だ
ん
子し

駅え
き
伝で
ん
部ぶ

青あ
お

木き　
澪れ
い　

さ
ん

紺こ
ん
野の　
優ゆ

空あ　
さ
ん

柴し
ば
田た　
優ゆ

希き　
さ
ん

町ま
ち
田だ　
開か
い　

さ
ん

栗く
り
原は
ら　
遥は
る
大と　
さ
ん

広ひ
ろ
瀬せ　
陽よ
う
子こ　
さ
ん

広ひ
ろ
瀬せ　
泰や
す
高た
か　

さ
ん

井い
の
上う
え　
理り

恵え　
さ
ん

後う
し
ろ

口ぐ
ち　
洋ひ
ろ
史し　
さ
ん

島し
ま
村む
ら　

節せ
つ
子こ　
さ
ん

水み
ず

田た　
洋よ
う

子こ　
さ
ん

内う
ち

野の　
輝て
る

雄お　
さ
ん

佐さ

藤と
う　

良よ
し

夫お　
さ
ん

百ひ
ゃ
っ

花か

繚り
ょ
う

乱ら
ん

フ
ァ
ル
コ
ン

佐さ

藤と
う　

益ま
す

廣ひ
ろ　

さ
ん

鶴
ヶ
島
市
表
彰
受
賞
者

鶴
ヶ
島
市
表
彰
受
賞
者

つ
る
の
里
奨
励
賞
受
賞
者

つ
る
の
里
奨
励
賞
受
賞
者

最終

12


